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資料№５

令和６年４月２５日

報道各位

勝山市 未来創造課

住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金について

このことについて、下記の通り受付を開始しますのでお知らせします。

記

１．申請期間 令和６年５月１日（水） から 令和６年７月３１日（水）

２．対 象 市内で自ら居住する住宅の敷地内に対象設備を設置する者

３．内 容 （１） 太陽光設備導入 最大３５万円（７万円／kW）

（２） 蓄電池設備導入 最大２５．５万円（価格の１／３）

４．そ の 他 主な補助要件は以下の通り

（１）太陽光発電及び蓄電池設備をセットまたは太陽光設備を単独で導入すること

（２）Ｊークレジット制度への登録を行わないこと

（３）ＦＩＴまたはＦＩＰ制度の認定を取得しないこと

（４）補助対象設備で発電する電力量の３０％以上を自家消費すること

（５）国または自治体等から他の補助等を受けて事業を実施するものでないこと など

※詳細はお問合せください。


